
第２９号議案  

 

   東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を

改正する条例  

 

上記の議案を提出する。  

 

  平成２８年２月１５日  

 

提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫  

 

（提案理由）  

この案は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）の改正に伴

い、地域密着型通所介護に関し、規定の整備を図るため提出しま

す。 



   東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を

改正する条例 

 

東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例（平成１２年 

３月台東区条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを 

１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

 (２) 介護保険法第８条第１７項に規定する地域密着型通所介 

護（以下「地域密着型通所介護」という。） 

 第３条第２項中「前項第５号」を「前項第６号」に改める。 

 第９条第２項中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第 

２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

 (２) 地域密着型通所介護 サービスの内容、サービスセンタ

ーの所在する地域等を勘案して算定される地域密着型通所介

護に要する平均的な費用（食事の提供に要する費用その他の

日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除

く。）の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定し

た費用の額（その額が現に当該地域密着型通所介護に要した

費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型通所介護に要

した費用の額とする。） 

   付 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 


